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令和７年第２回中空知広域水道企業団議会定例会 

 

令和７年１１月２７日（木） 滝川市役所１０階議会議場 

 

午後１時５３分  開 会 

午後２時４０分  閉 会 

 

○議事日程 

 日程第１ 議長報告 

 日程第２ 議席の変更 

 日程第３ 会議録署名議員指名 

 日程第４ 会期の決定 

 日程第５ 行政報告 

 日程第６ 報告第１号 専決処分について（北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について） 

 日程第７ 報告第２号 令和６年度決算に係る資金不足比率について 

 日程第８ 報告第３号 定期監査報告について 

 日程第９ 報告第４号 例月現金出納検査報告について 

 日程第10 議案第１号 中空知広域水道企業団水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 日程第11 認定第１号 令和６年度中空知広域水道企業団水道事業会計決算 

  

○出席議員     １３名 

１番 寄 谷 猛 男 君  ２番 好 川   章 君  ３番  藤 田 哲 也 君 

４番 堀   重 雄 君  ５番 柴 田 文 男 君  ６番 多比良 和 伸 君 

７番 辻     勲 君  ８番 武 田   真 君  ９番 山 下 克 己 君 

10番 本 田 加津子 君  11番 松 井 敬 道 君  12番 森 岡 新 二 君 

13番 星   厚 早 君 

 

○欠席議員      ０名   

 

○説 明 員 企 業 長    前 田 康 吉 君    副企業長    飯 澤 明 彦 君 

副企業長    柴 田 一 孔 君   副企業長    三 本 英 司 君 

参  与    中 島 純 一 君   監査委員    宮 崎 英 彰 君 

監査委員    山 口 俊 哉 君   企業局長    原 田 暢 裕 君 

監査事務局長  菊 田 健 二 君   営業課長    田 村 拓 也 君 

営業課主幹   江 末 孝 之 君   工務課長    吉 尾 一 彦 君 

滝川営業所長  辻 本 一 浩 君   砂川営業所長  馬 場 修 二 君 

歌志内営業所長 佐 渡 憲 博 君   奈井江営業所長 加 藤 一 之 君 

営業課課長補佐 谷 口   誠 君   工務課課長補佐 中 森 大 地 君 

工務課課長補佐 早 坂 彰 彦 君   工務課係長   佐 藤 純 平 君 

営業課主任主事 松 本 憲 英 君   営業課主任級主事山 本 雄 貴 君 

 

○会議事務従事者 議会事務局長  加 藤 和 久 君 

         事務局書記  齊 藤 裕 也 君 
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◎開会・会議宣言                          開会時間 午後１時５３分 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

 ただいまより、令和７年第２回中空知広域水道企業団議会定例会を開会します。 

 

 ただいまの出席議員は１３名であります。 

 よって、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 

 発言は質問席で行い、討論は演壇で行うこととします。 

 

 日程第１ 「議長報告」を行います。 

砂川市議会選出の 沢田議員、是枝議員、高田議員の辞職に伴い、砂川市議会へ

企業団議会議員の選出を依頼したところ、令和７年３月1９日付けで砂川市議会よ

り、辻 勲議員、武田 真議員、山下 克己議員が企業団議会議員として選出され

た旨の通知を 受けましたので、報告いたします。 

これをもちまして「議長報告」を終わります。 

 

暫時休憩いたします。 

 

休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 

 

 日程第２ ｢議席の変更｣を議題といたします。 

先ほどご紹介させていただきました砂川市議会選出の３人の議員の新任に伴い、

会議規則第３条第２項の規定により、議席の一部を変更したいとするものです。 

辻議員の議席番号を７番、武田議員の議席番号を８番、山下議員の議席番号を 

９番としたいと思います。 

 

お諮りいたします。 

議席の変更についてご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認めます。 

辻議員の議席を７番、武田議員の議席を８番、 山下議員の議席を９番に決定しま

す。 

なお、会議規則第３条第３項の規定により辻議員、武田議員、山下議員は、議席

番号を立ててください。 

 

日程第３ ｢会議録 署名議員指名｣を行います。 

会議録署名議員は、議長において、７番辻議員、13番星議員を指名いたします。 

 

日程第４ 「会期の決定」を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今定例会の会期は、本日の１日間といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 
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○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

○企 業 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 （異議なしの声あり） 

 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は１日間と決定しました。 

 

日程第５ 「行政報告｣を行います。 

行政報告を求めます。 

 

（企業長挙手） 

 

企業長。 

 

本日、令和７年第２回中空知広域水道企業団議会定例会を招集させていただきま

した。 

議員の皆さまにご出席をいただきましたことに厚くお礼申し上げます。 

行政報告でございますが、詳細につきましては、お手元に資料として配布いたし

ております印刷物をお目通しいただきたいと思いますが、２点につきまして、口頭

でご報告させていただきます。 

まずは、災害時における協定の締結でございます。 

本年８月５日に株式会社空知自動車学園様と災害時における給水車の運転等に

関する協定を。また、同年９月２２日に空知地方石油業協同組合様と災害時におけ

る石油類燃料の供給等に関する協定を締結いたしました。 

この２団体との協定締結により、災害時における機動性の確保が期待されるとこ

ろでございます。 

次に、水道水の供給状況でございます。 

令和７年２月から１０月までの有収水量につきまして、４０８万４，５８５立方

メートルとなり、令和６年における同期間の有収水量と比較いたしますと、   

９７.８９％となっております。 

口頭での報告につきましては以上でございますが、本議会における報告等につき

まして、後ほどご説明申し上げますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げま

して、口頭報告といたします。 

 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 （なしの声あり） 

 

 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 

 これをもちまして、行政報告を終わります。 

  

日程第６ 報告第１号｢専決処分について」を議題とします。 

 

説明を求めます。 
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○議 長 

 

○局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

（企業局長挙手） 

 

局長。 

 

ただいま上程されました、報告第１号「専決処分（北海道市町村職員退職手当組

合規約の変更について）」、ご説明申しあげます。 

 この議案につきましては、北海道市町村職員退職手当組合を構成する一部事務組

合の解散に伴う規約改正について、地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき協

議を行いたい旨、令和７年７月１０日付けで当該組合から依頼があったところです

が、その議決期限が９月３０日までとされており、議会を招集する時間的余裕がな

かったことから、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき令和７年９月４日付

けで専決処分を行い、同条第３項の規定に基づき本議会に報告し、承認を求めるも

のでございます。 

 変更の内容につきましては、参考資料、新旧対照表をご覧ください。 

北海道市町村職員退職手当組合規約の別表中（２）において、檜山管内の項中「江

差町・上ノ国町学校給食組合」が３月３１日付けで解散したことにより、組合から

脱退することに伴い、規約を改正したいとするものであります。 

附則につきましては、規約変更に係る総務大臣の許可の日から施行したいとする

ものでございます。  

以上、報告第１号の説明とさせていただきます。ご審議の程、よろしくお願いい

たします。 

 

説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結いたします。 

 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

討論なしと認めます。 

これにて討論を終結いたします。 

 

お諮りします。 

本件は、承認することにご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

ご異議なしと認めます。 

よって、報告第１号は承認することに決定しました。 
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○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

○局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

〇宮崎監査委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第７ 報告第２号｢令和６年度決算に係る資金不足比率について｣を議題と

いたします。 

 

説明を求めます。 

 

（企業局長挙手） 

 

局長。 

 

ただいま上程されました、報告第２号「令和６年度決算に係る資金不足比率」に

ついて、ご説明申し上げます。 

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第２２条第２項の規定に基づき算

出した資金不足比率について、同条第１項の規定により、別紙、監査委員の審査意

見を付して、報告するものでございます。 

令和６年度決算における資金不足比率は、マイナス６６．２％であり、資金不足

の発生はなく、本比率は該当いたしません。 

以上、報告第２号の説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願い

申し上げます。 

 

説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結いたします。 

報告第２号は、報告済みといたします。 

 

日程第８ 報告第３号｢定期監査報告について」を議題とします。 

 

説明を求めます。 

 

（宮崎監査委員挙手） 

 

宮崎監査委員。 

 

報告第３号「定期監査報告」についてご説明いたします。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定による中空知広域水道企業団の定期監査を、

中空知広域水道企業団監査基準に準拠して行いましたので、同条第９項の規定によ

り、その結果を報告いたします。 

 監査の対象は令和６年度の執行事務であり、監査の実施期間、監査の着眼点及び

監査の実施内容につきましては、記載のとおりでありますのでお目通し願います。 

 監査の結果につきましては、指摘事項は特になく、監査した限りにおいて、おお

むね適正に執行又は管理されていると認められますが、注意が必要と思われる事項

といたしまして、時間外勤務手当において、深夜の時間帯を誤って支給していたも
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○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

○局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のがありました。これらにつきましては、関係規程等に基づき適正な事務処理をさ

れるよう講評において指導いたしました。 

 以上で、報告第３号「定期監査報告」を終わります。 

 

説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 

 （なしの声あり） 

 

 質疑なしと認めます。 

 

 これにて質疑を終結いたします。 

 報告第３号は、報告済みとします。 

 

 日程第９ 報告第４号｢例月現金出納検査報告について｣を議題とします。 

 「例月現金出納検査報告について」は、監査委員より別途配布の報告書のほか、

特に説明がない旨の申出がありました。 

 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 

 （なしの声あり） 

 

 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

報告第４号は、報告済みといたします。 

 

日程第１０ 議案第１号 「中空知広域水道企業団水道事業給水条例の一部を改

正する条例」を議題とします。 

 

提案理由の説明を求めます。 

 

（企業局長挙手） 

 

局長。 

 

ただいま上程されました 

議案第１号「中空知広域水道企業団水道事業給水条例の一部を改正する条例」に

ついてご説明申し上げます。 

 給水装置工事につきましては、指定給水装置工事事業者制度に基づき、企業団の

指定を受けた給水装置工事事業者によって実施することとしているところですが、

令和６年１月に発生した能登半島地震においては、工事事業者の確保が困難な状況

となったことにより、個人が管理する宅内配管の復旧が遅れ、家庭で水の使用でき

ない状況が長期化したことが課題となりました。 

 このような事態を鑑み、災害その他非常時に、指定事業者を確保することが困難

と認められる場合に限り、他の市町村において指定を受けた給水装置工事事業者に
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○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

よる工事の実施を可能とする旨の技術的助言が国から発信されたことを受け、企業

団としても非常時において、住民生活の基本であるライフラインを速やかに確保す

るためには、指定給水装置工事事業者制度を柔軟に運用できるよう拡充すべきと 

判断したことから給水条例を改正したいとするものであります。 

 改正内容について、新旧対照表にて説明しますので、議案第１号参考資料をご覧

ください。 

第７条第１項のただし書き以降になりますが、災害その他非常の場合において、

他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせることができる旨を規定するもの

です。 

第７条第２項は、既存の給水装置工事事業者及び前項で拡充されたものを指定給

水装置工事事業者等と規定し、事前の設計審査及び事後の工事検査も対象とする旨

に改正するものです。第８条では、給水管および給水用具の指定について、第３７

条第２項では給水装置の基準違反に対する措置について。拡充された指定給水装置

工事事業者等による工事の施工にも適用することを規定するものです。 

附則につきましては、この条例について、条例施行日を公布の日としたいとする

ものでございます。 

 以上、議案第１号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結します。 

 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

討論なしと認めます。 

これにて討論を終結いたします。 

 

これより、議案第１号を採決いたします。 

本案を可決することにご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１号は可決されました。 

 

日程第１１ 認定第１号「令和６年度中空知広域水道企業団水道事業会計決算」

を議題といたします。 
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○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

○企 業 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由の説明を求めます。 

 

（企業長挙手） 

 

企業長。 

 

令和６年度中空知広域水道企業団水道事業の決算をご認定いただくにあたり、 

決算書及び審査意見書を提出いたしましたが、審査に先立ちまして本事業決算の 

大綱をご説明申し上げます。 

 本年度は、当企業団の水道事業経営の基本である水道事業ビジョンなどの各種計

画に基づき、水道事業者として地域の重要な生活インフラ、社会インフラの責務を

担っている重大さを認識した中で事業を進めてまいりました。 

施設・設備等の更新事業につきましては、浄水場建設時より使用している取水施

設の主要な高圧受電設備である取水機械棟受変電設備更新工事や、昨今各地で発生

している激甚災害等に伴う長期停電時においても持続的なポンプ送水が可能とな

るよう、歌志内第１増圧ポンプ場発電機更新工事等を行ったほか、各地区において、

経年劣化等による漏水が懸念される路線を中心に、滝川第１配水池系基幹管路整備

工事をはじめとする２６箇所、延べ４，６４９ｍに及ぶ配水管布設替工事などの 

事業を実施しました。 

また、災害時や漏水事故発生時における飲料水や生活用水の迅速な供給を図るた

め、給水車を購入配備いたしました。 

 本年度における給水収益につきましては、給水人口の引き続く減少傾向に加え、

物価高騰の世相を反映した節水意識の浸透等もあり、前年度に比べ約１，４５７万

円の減少となりました。 

 なお、給水収益の現年度分収納率につきましては、前年度比０．０１ポイント  

増の９５．２９パーセントでしたが、５月末現在での実質的な収納率で申しますと、

前年度と同率の９９．５６パーセントとなったところであります。  

それでは、はじめに、本年度における配水量についてですが、年間総配水量は  

６５９万８，８１９立方メートル、１日平均配水量は１万８，０７９立方メートル

となりました。 

また、有収水量につきましては、年間総有収水量は５４８万５，８４７立方   

メートル、前年に比べ６万５，９４５立方メートルの減少となり、有収率は０．４

ポイント減の８３．１パーセントとなったところであります。 

 次に、経理状況について申し上げますと、収益的収支では、収入１５億    

５，８７４万円、支出１５億２，８２１万円で、収支差引では３，０５３万円の   

純利益が生じ、前年度繰越利益剰余金 １０億５，５６９万円、その他未処分利益

剰余金変動額２億３，６６１万円と合わせた当年度未処分利益剰余金は１３億 

２，２８３万円となったところであります。 

 資本的収支では、収入１億８，５１９万円、支出１２億１，６７１万円で、収支

差引では１０億３，１５２万円の不足となり、当年度分損益勘定留保資金などで補

填いたしました。  

以上、令和６年度水道事業の決算大綱を申し上げましたが、今後におきましても

健全かつ安定した水道事業経営を確立するため経営効率化を促進し、住民の皆様の

大切な財産である水道施設を次の世代へ継承し、安全で安心な水を安定供給し  

続ける使命の達成に努める所存であります。 
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なお、決算の詳細につきましては、担当より説明させますので、慎重なご審議を

いただき、ご認定いただきますようお願い申し上げまして決算大綱の説明といたし

ます。 

 

（企業局長挙手） 

 

局長。 

 

令和６年度中空知広域水道企業団水道事業会計の決算について、ご説明申し上げ

ます。決算書の２ページ、３ページをお開き願います。決算報告書でございます。

消費税及び地方消費税込みで記載しております。収益的収入及び支出の収入でござ

います。 

１款水道事業収益決算額１６億９，３２２万７，４５６円、執行率９９.８％、

１項営業収益、執行率９９.８％、２項営業外収益、執行率９９.９％、３項特別利

益、執行率１００％、これは企業団が保有する土地を売却したことにより売却益が

生じたものであります。 

次に支出でございます。１款水道事業費用決算額１５億９，１５５万８６２円、

執行率９７.５％、１項営業費用、執行率９８.６％、２項営業外費用、執行率７９.

９％、３項特別損失、執行率３２.３％、４項予備費の支出はございません。 

４ページ、５ページをお開き願います。 

資本的収入及び支出の収入でございます。１款資本的収入決算額１億８，５１９

万９，１６６円、執行率９３.９％、１項企業債、執行率９５.７％、２項出資金、

執行率１００％、３項国庫補助金、執行率７５.４％、４項補償金、執行率８４.

０％、５項固定資産売却代金、執行率１００％、これは収益的収入同様に、土地を

売却したことによる売却代金であります。 

次に支出でございます。１款資本的支出決算額１２億１，６７１万４，２４８円、

執行率９７.９％、１項建設改良費、執行率９７.２％、２項企業債償還金、執行率

１００％、３項補助金返還金、執行率１００％、４項予備費の支出はございません。 

 資本的収入額が資本的支出額に不足する額１０億３，１５１万５，０８２円に 

ついては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額などで補填いたしまし

た。 

 ７ページをお開き願います。 

財務諸表の損益計算書でございます。１の営業収益ですが、（１）給水収益から

（３）その他の営業収益までを合計いたしまして、１４億１，５５３万９，６２２

円、２の営業費用では、（１）議会及び監査費から（８）資産減耗費までを合計い

たしまして、１４億８，６７９万２，５４８円、差引き、営業利益は、マイナス   

７，１２５万２，９２６円となりました。 

３の営業外収益では、（１）受取利息から（４）雑収益までを合計いたしまして、 

１億３，９３７万６，６１８円、４の営業外費用では、（１）支払利息及び企業債

取扱諸費、及び（２）雑支出を合計いたしまして、４，１２５万７，８７６円とな

り、経常利益については、２，６８６万５，８１６円となりました。 

５の特別利益については、固定資産売却益で３８２万７，８７８円、６の特別損

失については、過年度損益修正損で１６万８３２円となり、最終的な当年度純利益

は、３，０５３万２，８６２円となり、当年度未処分利益剰余金は、１３億    

２，２８３万１９６円となりました。 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に８ページ、９ページをお開き下さい。 

下の囲みの剰余金処分計算書です。年度末時点での剰余金のうち、減債積立金

及び建設改良積立金に各１億円を新たに積立てましたが、４から５ページに記載の

とおり、資本的収支の不足額の補填分として過去に積立てた積立金から２億  

３，６６１万２，７２３円を取崩しましたので、繰越未処分利益剰余金は８億  

８，６２１万７，４７３円となったところです。 

 次に１０ページ、１１ページをお開き願います。貸借対照表でございます。 

 まずは資産の部です。１の固定資産は合計で１９１億７，６３７万３，２２０円。 

２の流動資産は、現金預金が１３億６，１６２万９，０３５円で、合計では   

１４億７，１２０万９，５３２円となり、資産合計では２０６億４，７５８万   

２，７５２円となりました。 

 １１ページに移りまして負債の部です。３の固定負債は合計で３８億１，９５７

万６，３８１円。４の流動負債は合計で５億３，６００万９，５８６円。５の繰延

収益の合計は２２億４，０３７万６，０２７円となり、負債合計で６５億    

９，５９６万１，９９４円となりました。 

次に資本の部です。６の資本金は７５億５，７６３万７，７５１円。７の剰余金

は、資本剰余金の合計が４６億６，３６２万３，２１３円、利益剰余金の合計が  

１８億３，０３５万９，７９４円で、合わせた剰余金合計が６４億９，３９８万  

３，００７円となり、資本合計は１４０億５，１６２万７５８円となりました。 

負債資本の合計では２０６億４，７５８万２，７５２円となったところです。 

 １３ページをお開き願います。 

キャッシュフロー計算書でございますが、所定の書式に基づき記載しております

ので、お目通し願います。 

 １４ページをお開き願います。 

 収益的収入及び支出明細については、消費税及び地方消費税抜きの金額で主なも

のをご説明します。最初に収入でございます。１款、水道事業収益、１項、営業収

益、１目、給水収益は、前年度比、約１，４５７万円減の１３億３，６８０万    

７，１５３円で、収納率につきましては、詳細は３７ページに記載しておりますが、

３月末では前年度比０．０１ポイント増の９５.２９％、５月末では前年度と同率

の９９.５６％となったところです。２目受託工事収益、３目その他の営業収益に

ついては、特段申し上げることはございません。２項、営業外収益についても、  

特段申し上げることはございません。３項、特別利益、２目、固定資産売却益に  

ついては、先ほど説明しましたとおり、土地を売却したことによる売却益でござい

ます。 

１５ページに入りまして、支出でございます。 

１款、水道事業費用、１項、営業費用、１目、議会及び監査費については、    

特段申し上げることはございません。２目、原水及び浄水費３億９４７万    

４，６２５円は、浄水場の運転管理委託料及び維持管理費などでございます。 

１６ページにわたりますが、３目配水及び給水費１億２，１２８万８，５５７円

は、配水・給水管の修繕費及び各ポンプ場の維持管理費などでございます。４目  

受託工事費については、特段申し上げることはございません。 

続きまして１７ページにわたりますが、５目、業務費１億４，２３０万    

９，１３９円は、水道料金の賦課徴収に係る人件費及びメーター検針委託料などで

ございます。６目、総係費 ５，６１３万７，６０３円は、総務担当職員の人件費

及び各営業所の使用に係る 負担金などでございます。 
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○議 長 

 

〇宮崎監査委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８ページをお開き願います。  

７目、減価償却費、８目、資産減耗費については、特段申し上げることはござ

いません。２項、営業外費用４，１２５万７，８７６円については、企業債利息

などでございます。３項、特別損失については、特段申し上げることはございま

せん。 

１９ページ、資本的収入及び支出明細に移ります。 

収入でございます。１款、資本的収入、３項、１目、国庫補助金１，４１０万   

３，０００円については、滝川第１配水池系基幹管路更新工事に伴う補助金、５項、

１目、固定資産売却代金２７６万２，１２２円については、土地売却による売却代

金でございます。 

続きまして、２０ページをお開き願います。 

支出でございます。１款、資本的支出、１項、建設改良費、１目施設整備費６億

８１万９，４８６円は、取水機械棟受変電設備更新工事ほか、配水管の布設替えな

どの工事費でございます。なお、工事の内訳については３３、３４ページに記載し

ております。 

２目、量水器費１億２，５４６万８，９００円については、検満量水器     

４，１１０台、新設量水器２１５台の取替委託料でございます。３目、固定資産取

得費３，２２１万６，３３０円については、給水車のほか、原子吸光光度計などの

購入費でございます。 

２１ページに移りまして、 

２項、１目、企業債償還金については特段申し上げることはございません。  

３項、１目、国庫補助金返還金２８３万８，２７９円については、令和４年度に実

施した自家用発電機更新工事及び滝川第一配水池系基幹管路更新工事に係る国庫

補助金について、補助金交付要綱に基づき仕入控除税額に相当する金額を国へ返還

したものでございます。  

２３ページ以降については、明細書及び事業報告などを記載しておりますので、

お目通し願います。 

 以上、令和６年度決算の説明とさせて頂きます。 

ご審議の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

次に監査委員から決算審査意見書の説明を求めます。 

 

（宮崎監査委員挙手） 

 

 宮崎監査委員。 

 

地方公営企業法第３０条第２項の規定により審査に付されました、令和６年度の

中空知広域水道企業団の水道事業会計の決算につきまして、中空知広域水道企業団

監査基準に準拠して審査を行いましたので、お手元の決算審査意見書によりご報告

申し上げます。 

審査の対象は、令和６年度水道事業会計の決算及び決算関係書類についてであり

ます。 

審査の期間、審査の着眼点及び実施内容は記載のとおりでありますので、お目通

し願います。 

審査の結果につきましては、決算報告書及び財務諸表並びに附属書類の計数は正
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○議 長 

 

 

確であり、関係諸帳簿と照合の結果は符合しており、かつ予算は適正に執行され、

いずれも関係法令に準拠して作成されていると認められました。 

審査意見でございますが、決算を見ますと、損益計算書において、収益合計額は

前年度と比較して６３２万４，０００円。０．４％減の１５億５，８７４万    

４，０００円。費用合計額は前年度と比較して７，７１５万８，０００円。５．３％

増の１５億２，８２１万１，０００円で、収支は前年度と比較して８，３４８万  

３，０００円。７３．２％減の３，０５３万３，０００円の純利益となったところ

です。 

資金の状況につきましては、業務活動によるキャッシュフローが８億３，８０２

万９，０００円のプラス。投資活動によるキャッシュフローが７億３，５３８万  

６，０００円のマイナス。財務活動によるキャッシュフローが２億２，７３４万  

２，０００円のマイナスとなった結果、前年度と比較して資金が１億２，４７０万

円減少し、期末残高は１３億６，１６２万９，０００円となりました。 

収入の根幹をなす給水収益をみますと、人口減少による契約者数の減少から前年

度と比較して、１，４５７万４，０００円減の１３億３，６８０万７，０００円と

なり、今後においても減収が続いていくものと考えられます。 

また、営業費用が営業収益によってどの程度賄われているかを示す営業収支比率

につきましては、前年度については１００％を上回っていましたが、当年度は  

９５．２％と減少しています。企業の安定性や効率性を判断する上で重要な指標な

ので、１００％以上を目指していただきたい。なお、有収率につきましては、前年

度と比較して０．４ポイント減の８３．１％となっており、引き続き状況の改善に

努めていただきたい。 

企業債の令和６年度末残高は４１億８，４３９万円で、前年度と比較して、２億

４，６９１万３，０００円の減、企業債元金の償還額は３億９，０４１万     

３，０００円で前年度と比較して５５６万３，０００円の増となったところであり、

財務分析による企業債元金償還額対減価償却費比率も４９．２％と前年度と比較し

て１．７ポイント減少していますが、当年度の減価償却費で償還できる状態となっ

ています。 

今後も給水人口の減少が見込まれるなか、老朽化した水道施設や設備、管路など

の更新に伴う費用の増加などが続くと考えられますが、計画的な経営の効率化と健

全な財政運営に努められ、引き続き安全で安心な水道水の安定供給に取り組まれる

ことを期待いたします。 

審査の概要でありますが、２ページには業務の実績、３、４ページには予算の執

行状況、５ページから７ページには経営成績、８ページ、９ページには財政状態、

１０ページには建設投資について記載しておりますので、お目通し願います。 

また、１１ページ以降につきましては、損益計算書、資本的収支、貸借対照表の

前年度比較表を参考資料として記載しておりますので、お目通しを願いまして説明

は省略させていただきます。 

以上で、決算審査報告を終わります。数字等の読み違い等がございましたら、配

布をさせて頂いております。審査意見書に記載のとおりでございますので、ご了承

賜りますようお願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 
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○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結します。 

 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

討論なしと認めます。 

これにて討論を終結します。 

 

これより、認定第１号の認定について、採決します。 

本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は、原案のとおり認定することに決定しました。 

 

 以上をもちまして、本定例会に提案されました議案の審議は全て終了しました。 

 

 これをもちまして、令和７年第２回中空知広域水道企業団議会定例会を閉会しま

す。お疲れ様でした。 

 

                                                         閉会 午後２時４０分 

 

 

上記会議録の顛末は誤りがないので、ここに署名する。 

 

 

 

中空知広域水道企業団議会 議長 

 

 

 

 

中空知広域水道企業団議会 議員 

 

 

 

 

中空知広域水道企業団議会 議員 

 

 

 

 

  


